[bookmark: _GoBack]六戸町小中学生各種大会等出場激励金交付要綱（改正）

平成29年6月23日
教委告示第1号

（目的）
第1条　この要綱告示は、六戸町に住所を有する小中学校の児童生徒が東北大会以上のスポーツ及び文化活動に係る各種大会等（以下「大会等」という。）に出場する場合、激励金の交付を行うことにより、スポーツ活動及び文化活動の振興を図ることを目的とする。
（交付対象）
第2条　この要綱告示において、激励金の交付対象者は、次に掲げるものとする。ただし、学校教育活動及びスポーツ少年団等、激励金以外の方法で六戸町から財政的支援を受けるもの又は参加するために旅費を伴わないものは除く。
　（1）予選会又は推薦の方法により大会等に出場権を得た者
　（2）予選会又は推薦は無いが出場した大会等において3位以内の成績を残した者
2　前項の対象となる大会等は、六戸町教育奨励賞に該当する次に掲げるものとする。ただし、青森県が会場の場合を除く。
　（1）東北大会
　（2）全国大会
　（3）国際大会
　（34）町長が特に認めた東北大会・全国大会に準じるもの
（激励金の額）
第3条　この要綱告示による激励金の額は、別表激励金交付基準に定めるところによる。
（交付の申請）
第4条　この要綱告示による激励金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて、第2条第2項の大会等の終了日から30日以内に申請しなければならない。
　（1）激励金交付申請書（様式第1号）
　（2）大会要綱
　（3）大会出場を証明する書類
　（4）大会等に出場したことを明らかにする書類等
　（5）激励金請求書（様式第2号）
2　前項の規定による申請は、大会等出場者の保護者が行うものとする。
（決定の取消し）
第5条　前条の規定により申請した者が、次の各号いずれかに該当するときは、激励金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
　（1）虚偽その他不正の手段により激励金交付の決定を受けたとき。
　（2）激励金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
（交付金の返還）
第6条　前条の規定により激励金の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に激励金が交付されているときは、当該申請をした者は、取消しの際に示された期限までに激励金を返還しなければならない。
（補則）
第7条　この要綱告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

　　　附　則
　この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
　この告示は、公表の日から施行する。

別表（第3条関係）激励金交付基準
	区　分
	対象となる大会
	交付金額（一人当たり）

	小学生・中学生
	東北大会
	10,00015,000円

	
	全国大会
	15,00030,000円

	
	国際大会
	50,000円






様式第1号（第4条関係）

　　年　　月　　日

　六戸町長　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　　　　　　　　　　　　　　㊞　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　


激励金交付申請書


　このことについて、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

記

	1　大会名
	〔東北大会・全国大会・世界選手権大会〕

	2　会　　　場
	開催地
	

	
	会場名
	

	3　開催期日
	　　　　年　　月　　日（　　）～　　月　　日（　　）

	4　出場チーム
　 選手等
	

	5　大会結果
	

	
	結果資料　　1　別紙のとおり　　2　資料なし

	6　そ　の　他
	※大会要項、予選会の状況、所属協会・連盟等の派遣通知、大会結果のわかる資料等を添付してください。

	7　備　　　考
	


　※1　大会等終了日から30日以内に申請してください。
　※2　請求書を併せて提出してください。


様式第2号（第4条関係）

激励金請求書



　六戸町小中学生各種大会等出場激励金交付要綱に基づき､次の書類を添えて、
　　　　　　　　　　　　　　　大会の奨励金　　　　　　　　　円を請求します。



　　　　　年　　　月　　　日



　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　請求者　　　　　　　　　　　　　　　㊞



　六戸町長　　　　　　　　　様




